
R6.2作成

エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、

洗濯機、衣類乾燥機・指定引取場所に持ち込む。（要事前手続き）
・回収協力店（ヤマダデンキ）に引き取りを相談する。
・市と協定を締結した事業者に回収を依頼する。

・「燃えるごみ」は週２回、「燃えないごみ」「空きびん・ペットボトル」は
月１回の収集です。１回につき大（45L）の指定袋で 10 袋まで。
※「粗大ごみ」は事前申込み制です。（下記参照）
※古紙（新聞・段ボール・雑がみ < 雑誌・紙箱など >）や蛍光管・乾電池、
小型電子機器（携帯電話など）はリサイクルへ。（右記参照）

・「自己搬入ごみ事前受付センター」（裏面参照）に申込みが必要です。
・10kg までごとに 140 円の手数料がかかります。

★古紙
　資源物の回収拠点へ（裏面参照）。
★蛍光管・乾電池
　資源物の回収拠点（裏面参照）または家電量販店な
どに設置している回収ボックスへ

★小型電子機器
　区役所などに設置している回収ボックスへ。

１日の受付件数には、上限がありますので余裕をもって申し込んでください。

受付時間／月～金曜 9:00～17:00　第 1・3・5 土曜 9:00～12:00　※祝日を除く



（令和６年２月現在）

※令和6年3月31日と4月7日のみ、試行的に日曜日の搬入を受け付けます。（東部工場・東部資源化センター・西部工場・西部資源化
　センター・臨海工場のみ）　ごみの持ち込みについてのお問い合わせは自己搬入ごみ事前受付センターへ

博多区生活環境課　 419-1068

城南区生活環境課　 833-4086

西区西部出張所　　 806-9430

①他人にごみの持ち込みを依頼することはできません。（市が許可した収集業者を除く）
②事業者と疑われる車両（ダンプ車、パッカー車、ハコ車、社名ロゴ入り車両など）による家庭ごみの搬入はできません。
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